
 

 

参考様式３ 

 

産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準対照表（省令第 12 条の６） 

 

維持管理の技術上の基準 対応状況等 

一 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該

施設の処理能力に見合った適正なものとなる

よう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物

の性状の分析又は計量を行うこと。 

 

二 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処

理能力を超えないように行うこと。 

 

三 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な

事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止

し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環

境の保全上必要な措置を講ずること。 

 

四 施設の正常な機能を維持するため、定期的に

施設の点検及び機能検査を行うこと。 

 

五 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発

散を防止するために必要な措置を講ずること。 

 

六 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔

を保持すること。 

 

七 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生

活環境を損なわないように必要な措置を講ず

ること。 

 

八 施設から排水を放流する場合は、その水質を

生活環境保全上の支障が生じないものとする

とともに、定期的に放流水の水質検査を行うこ

と。 

 

九 施設の維持管理に関する点検、検査その他の

措置（法第 21 条の２第１項に規定する応急の

措置を含む。）の記録を作成し、３年間保存する

こと。 

 

 


